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１．会社紹介



会社概要

設立 １９３７年８月１０日

本社所在地 東京都大田区下丸子３－３０－２

従業員数（単独） ２６，０１９人

従業員数（連結） １９７,３８６人

売上高（単独） ２兆３, １７０億円

（連結） ３兆７，０６９億円

事業内容

オフィスイメージング機器（複写機等）

コンピュータ周辺機器（プリンター等）

ビジネス情報機器（電子辞書等）

カメラ・ビデオカメラ

光学機器その他（半導体用露光装置等）

※従業員数：2010年末日時点、売上高：平成22年12月期決算に基づく



企業理念

世界の繁栄と人類の幸福のために貢献すること

そのために企業の成長と発展を果たすこと



・三自の精神
自発・自治・自覚の三自の精神を持って進む

・実力主義
常に、行動力・専門性・創造力・個性を追求する

・国際人主義
異文化を理解し、誠実かつ行動的な国際人をめざす

・新家族主義
互いに信頼と理解を深め、和の精神をつらぬく

・健康第一主義
健康と明朗をモットーとし、人格の涵養につとめる

行動指針



２．労働時間の削減に向けた取り組み



目指すべき姿

効率的な働き方の推進

永続的に成長できる会社と

豊かで充実した人生を実現すること



具 体 的 施 策

①時短に向けた制度

・年間所定労働時間：1800時間（7.5時間×240日）

・休暇制度（リフレッシュ休暇制度・フリーバカンス制度）

②働き方改革

・「仕事と生活の調和推進プロジェクト」への参画
・「ノー残業デー」の徹底
・労使委員会（ワーク・ライフ・バランス推進委員会）の設置
・新任管理職研修
・ＣＫＩ（Canon Ｋnowledge-ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ ｓｔａｆｆ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ）
活動

③労働時間管理の徹底
・部門への実績レポートの配布
・管理職への説明会の実施
・勤務管理システムによる警告メール



労働時間・休日・休暇に関する取り組み



「仕事と生活の調和推進プロジェクト」への参画

＜概要＞

＜参画企業１０社＞

・２００７年１２月、「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」において、
憲章及び行動指針が策定された。
・具体策として、日本を代表する企業１０社が選定され、２００８年４月より
「仕事と生活の調和推進プロジェクト」が実施されている。

①電通

②全日空

③日立製作所

④住友商事

⑤大和証券

⑥日産自動車

⑦三井化学

⑧鹿島建設

⑨高島屋

⑩キヤノン



「ノー残業デー」の徹底

ポスターによる啓蒙

 ノー残業デーの放送、消灯・空調停止の徹底

キヤノンライフ（社内報）での広報活動

各地区での啓蒙と労働時間削減の取り組み



社 長

ワークライフバランス推進委員会
（労使委員会）

人事本部長

ＷＬＢ推進事務局

キヤノン
労働組合

人事部門

「ワーク・ライフ・バランス推進委員会の設置」

労使委員会の設置

（委員会にて発行した社内ポスター）



新任管理職研修

コンプライアンス
企業安全保障・規則・規律

業務管理
部下を通じた業務遂行

安全・健康
心身の健康確保

ワークライフバランス
仕事と生活の調和報酬・コスト

時間外手当

労働法規 ・ 労使協定
規制時間・サービス残業
職 場 規 律

安 全 配 慮 義 務
過 重 労 働 ・ 過 労 死
深夜業・超過残業者健診

進捗管理・時間外指示
成果管理 ・負荷配分
生 産 性 向 上

ノー残業デー・総労働時間
有給休暇・フリーバカンス
育児/介護休業・短時間勤務

仕事の量と質・人事評価

人 件 費 ・ 経 費 削 減

労働時間

管理



部門への実績レポートの配布

①目的

・職場での労働時間実績の把握

・職場による主体的な労働時間管理の徹底

②配布先

・各事業本部長

③配布資料

・時間外労働（平均）時間・深夜退門状況一覧・特別延長時間
申請者数・特別延長時間申請回数 等



管理職への説明会の実施

①実施時期：2010年3月
②対象：全管理職
③内容：労働基準法の改正の趣旨とキヤノンの対応、

適正な労働時間管理について 等

①実施時期：2010年11月
②対象：全管理職
③内容：適正な労働時間管理について（再徹底）

労働時間の今後の方針説明 等



３.今後の課題



今後の課題

①いわゆるホワイトカラーの働き方はどうあるべきか

（制度の整備？意識改革？風土醸成？）

②人事評価・処遇との連携

（仕事のできる人に仕事が集まる？）



ご清聴ありがとうございました。


